
令和６年度 雲南地域保健医療対策会議 

   医療・介護連携部会 
（地域医療構想調整会議 関係者会議） 

 

 

                              日 時：令和６年 11 月５日（火）16:00～18:00 

               場 所：雲南保健所 集団指導室（Zoom 併用） 

 

 

１ 開会あいさつ 

 

 

 

２ 報告 

雲南圏域の医療介護の現状と今後について（資料１） 

  

 

 

３ 議事 

 第８次保健医療計画に係る雲南圏域の在宅医療に関する重要業績評価指標(KPI)について

（資料２－①、②） 

 

 

 

４ 意見交換（資料３－①、②、③、④） 

 

 

 

５ 報告 

医療連携推進コーディネーターについて（医療連携推進 Co）（資料４） 

 

 

 

６ 閉会あいさつ 

 



No 所　　属 職 氏　名 出席方法 備考

1 雲南市 保健医療政策課　課長 三成　裕子 会場

2 雲南市 長寿障がい福祉課　課長 田中　秀信 会場

3 奥出雲町 健康福祉課　課長 吉川　明広 会場

4 奥出雲町 健康福祉課　課長補佐 鹿野　咲子 会場

5 飯南町 保健福祉課　課長 安部　農 リモート

6 雲南市立病院 院長 西　英明 会場
事務部長
落合　正成

7 町立奥出雲病院 院長 鈴木　賢二 会場
事務長
中西　修一

8 飯南町立飯南病院 院長 角田　耕紀 リモート
事務長
高橋　克裕

9 平成記念病院 院長 陶山　紳一朗 リモート
事務局長
永井　大介

10 奥出雲コスモ病院 院長 今岡　健次 リモート
代理
副院長　今岡　大輔

11 雲南医師会 会長 永瀬 英雄 会場

12 雲南歯科医師会 代表 井上　幹夫 リモート

13 島根県薬剤師会雲南支部 支部長 筒井　幸雄 リモート
代理
石原　理恵(大東駅前薬局)

14 雲南広域連合 介護保険課　課長 足立　純一 会場

15 雲南地域介護サービス事業者団体連絡会 会長 梅木　郁夫 会場

16 島根県老人保健施設協会 事務局長 福田　武志 リモート

17 雲南地域介護支援専門員協会 副会長 安部　章 会場

18 島根県訪問看護ステーション協会雲南支部 支部長 内田　亜紀 リモート

19 島根県看護協会雲南支部 支部長 中村　利恵 リモート

20 公立学校共済組合島根県支部 事務長 安部　順子 欠席

雲南市立病院
医療連携推進コー
ディネーター 江角　小百合 会場 （報告者）

【事務局】

所長 柳樂 真佐実

総務保健部長 永瀬 和枝

医事・難病支援課　課長 山根 光江

医事・難病支援課　主任保健師 宇都宮 拓也

医事・難病支援課　主事 藤原　いずみ

地域包括ケア推進スタッフ
主任主事 細木 淳之介

　　　　令和６年度　雲南地域保健医療対策会議
　　　　　　　医療・介護連携部会　出席者名簿

　　　　- 地域医療構想調整会議（関係者会議） -

雲南保健所
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参考：県全体の評価指標（在宅医療）
保健医療計画

R2(2020)年度末 R5(2023)年度末 （7次） （8次）
在宅医療 270カ所 269カ所※2 274カ所 NDB

H27(2015) R元(2019) R3(2021) (※２ EMITAS-G)
5,769人 5,977人※2 6,249人 NDB
H27(2015) R元(2019) R3(2021) (※２ EMITAS-G)

85.0%
R5(2023)
460.5人
R4(2022)
4,881人
R3(2021)

3圏域 5圏域
H29(2017) R2(2020)
4カ所 5カ所 7カ所

H29(2017) R2(2020) R5(2023)
7カ所 7カ所 11カ所

H29(2017) R2(2020) R5(2023)
110カ所 102カ所※２ 131カ所 NDB
H27(2015) R元(2019) R3(2021) (※２ EMITAS-G)
58カ所 70カ所 84カ所

H27(2015) H30(2018) R3(2021)
0カ所 3カ所

H29(2017) R2(2020)
102カ所 109カ所 145カ所
H26(2014) H29(2017) R3(2021)
116カ所 87カ所
H29(2017) R2(2020)
88カ所 159カ所

H29(2017) R元(2019)
293カ所

R5(2023)9月

赤字：第８次計画から新たに追加した項目

島根県薬局機能情報（R6以降はG-MIS)
⑪訪問薬剤管理指導を実施可
能な薬局数

維持

介護データベース

⑩在宅医療支援歯科診療所 120カ所 124カ所 中国四国厚生局把握

⑪訪問薬剤指導を実施してい
る事業所数

91カ所 203カ所

EMITAS-G

⑧機能強化型訪問看護ステー
ション数

1カ所 3カ所 中国四国厚生局把握

⑨訪問歯科診療を実施する歯
科診療所数

106カ所 109カ所 維持 医療施設調査

⑥在宅看取りを実施している
診療所・病院数

114カ所 118カ所 151カ所 EMITAS-G

⑦24時間体制を取っている訪
問看護ステーション数

60カ所 79カ所 93カ所 介護サービス施設・事業所調査

④在宅療養後方支援病院数 7カ所 7カ所 10カ所 中国四国厚生局把握

⑤在宅療養支援病院数 9カ所 9カ所 13カ所 中国四国厚生局把握

介護サービス施設・事業所調査

③退院支援ルールを設定して
いる二次医療圏域数

7圏域 7圏域 県医療政策課把握

⑤訪問看護を利用した患者数 5,326人

県高齢者福祉課

④訪問看護師数（常勤換算） 520人 県高齢者福祉課

③病院から介護支援専門員(ｹｱ
ﾏﾈへの退院時情報提供率

90.0%

①訪問診療を実施する診療
所・病院数

287カ所 304カ所 維持 EMITAS-G

②訪問診療を受けている患者
数

6,132人 6,496人 6,701人 EMITAS-G

8  次 (R6~R11)
備  考

項  目 現状（策定時） 中間実績
中間見直し時目標

現  状 目  標

7  次 (H30〜R5)
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第８次島根県保健医療計画の進捗管理/重要業績評価指標(KPI)雲南圏域の在宅医療について

第７次島根県保健医療計画の重要業績評価指標(KPI)　在宅医療

目標値

R元年度 目標値 （計画最終年）

県調査

(病院⇒居宅介護支援事業所)

県調査

(居宅介護支援事業所⇒病院)

24か所 25か所

(医療機能情報
システム)

(R3調査)

17か所 16か所

(医療機能情報
システム)

(R3調査)

20か所 17か所

(医療機能情報
システム)

(R3調査)

第８次島根県保健医療計画の重要業績評価指標(KPI)　在宅医療　案

目標値

計画最終年

(R11年) (8次以降)

県調査(圏域データ抜粋)

(病院

⇒居宅・地域包括支援センターの
介護支援専門員)

県調査(圏域データ抜粋)

(居宅・地域包括支援センターの

(参考:県85.5％) 介護支援専門員

⇒病院)

21か所
(R4時点)
13か所

(R4時点)
13か所

(R5時点)
６か所 介護サービス施設・

(R4時点) 事業所調査

27.0人
(R5時点)
870人

(R5時点)

《数値、目標値の根拠》

①　病院から介護支援専門員(ｹｱﾏﾈ)への退院情報提供率 ④　訪問歯科診療を行う、または支援する病院・ ⑦　訪問看護師数（常勤換算）

R5数値：R5実施の入退院フォローアップ調査の結果より、      歯科診療所の数 R5数値：県調査

           雲南圏域のデータを抜粋して算出 R5数値：emits-Gより算出 R11目標値：

R11目標値：第7次計画の最高値(R2調査時) R11目標値：維持

②　介護支援専門員(ｹｱﾏﾈ)から病院への入院時情報提供率 ⑤　訪問薬剤管理指導を実施可能な薬局数 ⑧　市町が実施する地域包括ケアシステム

R5数値：R5実施の入退院フォローアップ調査の結果より、 R5数値：G-MISより算出 　　　に関する住民啓発への参加者数
           雲南圏域のデータを抜粋して算出 R11目標値：維持 R5数値：870人

R11目標値：第７次計画の最高値(R元調査時) R11目標値：増加

③　訪問診療を行う、または支援する病院・診療所数 ⑥　24時間体制を取っている訪問看護ステーション数

R5数値：emits-Gより算出 R5数値：中四国厚生局調査より抽出（介護サービス施設・事業所調査）
R11目標値：維持　 R11目標値：維持

⑤　訪問薬剤指導を行う薬局の数

④　訪問歯科診療を行う、または支援する歯科診療
所の数

③　訪問診療を行う、または支援する病院・診療所
の数

②　入院時情報提供率

①　退院支援連絡率

⑦　訪問看護師数(常勤換算) 維持

③　訪問診療を実施する診療所・病院数 維持

①　病院から介護支援専門員(ｹｱﾏﾈ)への退院情報提供率
80.6% 92%

17か所
14か所 15か所 14か所

90.30%

圏域調査

県調査

(病院

県調査

⑧　市町村が実施する地域包括ケアシステムに関する住民啓発への参加者数 増加 圏域調査 県調査

⑤　訪問薬剤管理指導を実施可能な薬局数 維持 圏域調査 G-MIS

⑥　24時間体制を取っている訪問看護ステーション数 維持

EMITAS－G

④　訪問歯科診療を実施する病院・歯科診療所の数 維持 圏域調査 EMITAS－G

②　介護支援専門員(ｹｱﾏﾈ)から病院への入院時情報提供率
84% 97%

県調査

(居宅介護支援事業所

⇒病院)

(参考:県85.0％) (参考：県90％)
⇒居宅介護支援事業所)

０回 ３回 C 圏域調査

項目 R5年度 評価
備考

(7次以前)

(研修会・シンポジウム)の回数
２回 ５回 ３回 １回 １回

⑥　地域包括ケアシステムに関する住民啓発

圏域調査

(R3調査) (R3調査)

16か所 18か所 16か所

16か所 16か所

14か所 A 圏域調査
(R3調査) (R3調査)

16か所 A 圏域調査

(R3調査) (R3調査)

17か所

96.60% B

21か所 21か所 21か所

25か所 25か所

21か所

91.10% 90.00% A

79.90% 90.90% 96.60% 86.70% 90.30% 90.30%

A

項目 R4年度 評価 備考

81.70% 83.80% 87.70% 88.90% 91.10% 91.10%

H29年度 H30年度
中間評価

R2年度 R3年度

赤字：第８次計画から新たに追加・変更した項目
：雲南圏域独自項目
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【病院名】

一般 療養 精神 結核 感染症 計

199 78 4 281

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

153 76 48 277

①理念、基本方針
等

②担う政策医療

①医療機能、病床
機能について

②在宅医療
について

③その他

①地域において担
う役割

②今後持つべき病
床機能

③在宅医療

④その他
（取り組んでいき
たいこと）

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

153 76 48 277

153 76 48 277

153 76 48 277

訪問診療件数 往診件数 受け持つ在宅
療養患者の数

夜間往診の可
否

15 0 15 可

今
後
の
方
針

（

5
～

1
0
年
後
を
見
据
え
て
）

・医療資源の少なく、広大な面積を抱える雲南圏域で、当院には一次医療から入院機能、在宅医療ま
で幅広い役割を求められると考える。
・医療だけでなく、介護・福祉との連携強化が必要で、医療を中心に地域全体を支える仕組みの構築
が必要。
・医学教育の充実を図り、将来の医療人材育成の拠点となる必要がある（教育分野との連携も必
要）。
・一義的には医療提供体制の中心である医師を中心に継続的に確保・育成していく役割が求められ
る。

・前提として今いる医師の体制が維持できているとする。
・医療資源の少ない雲南圏域では、当院に求められる病床機能はケアミックス病院と考える。
・患者ニーズに応じ、機能再編・病床再編を常に考えていく
・中心は急性期医療であり、高齢者救急受け入れ態勢を整備する必要性あり

・開業医の高齢化等により、今以上の在宅医療の量を提供することが困難と予想され、そのカバーを
医療機関が担う必要性は理解できるが、どこまでマンパワーを確保できるか不透明。
・限りある在宅の医療資源を効率的かつ有効に使える仕組みが必要。
（グループ診療化、ICTの活用、遠隔診療、医師会との調整などなど）

・ＤＸ化
・介護・福祉との連携強化によるグループ化
・未来の医療人を養成するための教育機能
・健全経営

今
後
を
見
据
え
た
計
画

①4機能ごとの病
床の在り方

現在

将来
（２０２５年度）

将来
（２０２９年度）

具体的な方針（変更がある場合）
※期内での病床変更がある場合はその旨記載

②在宅医療の在り
方

１か月あたり

２０２３年度
（在宅医療供給量調査

より）
将来

（２０２９年度）

自
施
設
の
現
状

理念：「地域に親しまれ、信頼され、愛される病院」
基本方針：１．雲南圏域での中核病院としての役割を果たす　２．医療人材の育成

（5疾病・６事業、在宅医療に関する事柄等の中で自院の強み・特徴など）

・雲南圏域の中核病院としての医療機能。
・圏域内の急性期の拠点であり、急性期医療を中心に、回復期、慢性期病床を有したケアミックス病
院。
・救急医療、小児・周産期医療の圏域の拠点としての機能確保。
・災害拠点病院としての機能を維持。
・総合診療医を中心としたプライマリケアと在宅医療の提供

自
施
設
の
課
題

・小児周産期医療の維持。
・中核病院としての救急医療の在り方。
・人口減少と高齢化等による患者数の減及び医療ニーズ多様化により、医療機能分化・病床規模の再
検討が必要（進んでいない）。
・圏域内完結率向上に向けた医療機能。

・地域ケア科を中心に訪問診療を実施しているが、休日夜間も対応するため負担感が増している。
・訪問看護の受入れに制限がある。
・需要とニーズ把握が必要。
・施設の看取りなどの現状把握が必要。
・ネットワーク化が必要。

・安定的な医療人材確保と経営基盤の確立。
・真の医療介護連携体制構築。
・圏域内医療機関との機能分担。
・地域全体を支える仕組み。

【別紙様式】　今後に向けた対応方針 雲南市立病院

基
本
情
報

病床数

病床種別

病床機能別

未 定
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【病院名】

一般 療養 精神 結核 感染症 計

60 55 115

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

60 55 115

①理念、基本方針
等

②担う政策医療

①医療機能、病床
機能について

②在宅医療
について

③その他

①地域において担
う役割

②今後持つべき病
床機能

③在宅医療

④その他
（取り組んでいき
たいこと）

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

60 55 115

60 55 115

50 49 99

訪問診療件数 往診件数 受け持つ在宅
療養患者の数

夜間往診の可
否

109 1 67 可

80～100 1～2 60～70 不可

今
後
の
方
針

（

5
～

1
0
年
後
を
見
据
え
て
）

・個人のかかりつけ医や学校医等、これまで主として開業医が担ってきた役割。
・圏域内に2か所しかない人工透析実施医療機関のうちの一つとしての役割。
・高齢者施設等の嘱託医、協力医療機関としての役割。

・ポストアキュート、サブアキュートの患者に対して必要な医療を提供する機能。
・慢性期機能。

・今後需要は増加していくと思われるが、それに対応していくためには人材の確保が必須。

・現在進めている雲南市立病院地域ケア科との連携をさらに深めていく。

今
後
を
見
据
え
た
計
画

①4機能ごとの病
床の在り方

現在

将来
（２０２５年度）

将来
（２０２９年度）

具体的な方針（変更がある場合）
※期内での病床変更がある場合はその旨記載

・上記記載のとおり、入院患者数の減少に対応するため、一般病床、療養病床ともに病床数を削減
する。

②在宅医療の在り
方

１か月あたり

２０２３年度
（在宅医療供給量調査

より）
将来

（２０２９年度）

自
施
設
の
現
状

基本理念「地域の皆様とともに歩み、人と心が通い合い、
優しく笑顔のある医療と福祉を提供します。」

（5疾病・６事業、在宅医療に関する事柄等の中で自院の強み・特徴など）

・圏域内の開業医が減少、高齢化する中で、当院がかかりつけ医として果たすべき役割は大きい。
・圏域内の人工透析患者約100名のうち約80％を当院にて受け入れている。

自
施
設
の
課
題

・圏域内の高齢化、人口減少に伴い当院の入院患者数は減少を続けており、令和5年度には令和元
年度と比較して一般病床が1,473人（8.0％）、療養病床が1,347人（7.5％）減少し、病床利用
率は病院全体で79.7％と80％を下回った。
一般病床：18,499人→17,026人、療養病床：17,867人→16,520人
・職員の安定的確保も難しくなってきており、近い将来一般病床、療養病床ともに病床数削減の検
討が必要。

・在宅医療を十分行っていくには医師を含めたスタッフ数が不足している。
・夜間や緊急への対応が困難。

・常勤医師不足。現在内科常勤医師は院長と島根大学医学部腎臓内科医局より派遣の医師1名、加
えて雲南市立病院総合診療研修プログラムの専攻医2名のみであり、島根大学医学部附属病院と雲
南市立病院からの非常勤医師派遣により何とかやりくりしている状態。常勤医師採用の見込みはあ
るものの（2名）、時期等未定。
・職種によっては慢性的な不足状態。（特に薬剤師）
・外来透析患者送迎体制の維持。（コスト、委託業者等）

【別紙様式】　今後に向けた対応方針 平成記念病院

基
本
情
報

病床数

病床種別

病床機能別
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【病院名】

一般 療養 精神 結核 感染症 計

51 47 98

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

51 47 98

①理念、基本方針
等

②担う政策医療

①医療機能、病床
機能について

②在宅医療
について

③その他

①地域において担
う役割

②今後持つべき病
床機能

③在宅医療

④その他
（取り組んでいき
たいこと）

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計 (介護医療院）

51 47 98 （60）

51 47
(うち医療療養8床)

0 98 （60）

51 47
(うち医療療養8床)

0 98 （60）

訪問診療件数 往診件数 受け持つ在宅
療養患者の数

夜間往診の可
否

19 1 21 可

20 0 20 △
(特殊の場合のみ)

今
後
の
方
針

（

5
～

1
0
年
後
を
見
据
え
て
）

・町内唯一の病院（入院施設）として、これからも医療提供を行う大きな役割を持つ。
　合わせて、新型コロナ等の感染症対策を行う、町の中心的な役割を担う。
・医療に留まらず介護施設でもある当院は、名実ともに医療・介護の連携を担うリーダー的機関としての
役割を持つ。

・基本的には、現在目指している病床機能の維持。
　急性期、回復期（一部分は慢性期）、介護施設をミックスした運用。
・10年後までは、後期高齢者人口も一定数いることから大幅な変更は考えていない。
　但し、労働力の確保ができなければ、各事業や規模の縮小も視野に入れなければならない。

・高齢者住宅の建設等により、医療･介護の必要な方の集約化をモデル的に目指す必要がある。
　集約されていれば、病院からの在宅サービスも提供しやすくなる。
・在宅ニーズはあると思うが、職員確保が難しくなる場合や、事業の収支が大幅に赤字となる場合、在宅
事業を継続できないと考えられる。
　当院の役割として、優先すべきは外来、入院、1.5次救急施設などではないかと考える。

・病院が存続できる取組み。持続可能な経営を行い町に病院（医療機関）がある安心感を町民にもっても
らうこと。
　そのためには、新しく診療報酬改定で国より提示された「地域包括医療病棟」への転換を進めていく。

今
後
を
見
据
え
た
計
画

①4機能ごとの病
床の在り方

現在

将来
（２０２５年度）

将来
（２０２９年度）

具体的な方針（変更がある場合）
※期内での病床変更がある場合はその旨記載

・奥出雲町内の介護施設の廃止方針に伴う社会的入院患者の受入れを検討。
　回復期（２階47床）の内、８床（４床×２室）を医療療養へ転換。
・急性期（一般）51床は「地域包括医療病棟」へ令和7年２月から転換の見込み

②在宅医療の在り
方

１か月あたり

２０２３年度
(在宅医療供給量調査より)

将来
（２０２９年度）

自
施
設
の
現
状

地域住民・患者様に愛され、信頼され、喜ばれる医療を提供いたします　～地域包括医療の実践～

（5疾病・６事業、在宅医療に関する事柄等の中で自院の強み・特徴など）

在宅医療について、「在宅診療センター」を設置し、①訪問診療、②訪問看護、③訪問リハビリ、④訪問
栄養指導を一体的に取り組んでいる。

自
施
設
の
課
題

・町の特性として、医療と介護を区分けすること無く連動した受け皿としての役割が求められる。
・当面の対応として、①「介護医療院」を50床→60床に10床分の増床。（R6.11月）
　②一般病棟51床を「地域包括ケア病棟」に転換予定（R7.2月）
　③地域包括ケア病棟（回復期）を47床→39床とし、残り8床を「医療療養」に転換。（R6.11月）
・開業医の高齢化が見込まれることに伴う、当院（当町）としての医療提供体制の構築。

・ニーズはあると思うが、介護を含め中山間地域では家が点在し移動に多くの時間がかかる。
　収益にはつながっていない現状から、何らかの支援がなければ事業拡大は難しいと考える。
・急激な町内生産人口の減少予測を受け、今後医療スタッフ確保が厳しくなる。
　その場合、まずは病院機能の確保が優先され、在宅へ職員配置ができるか不安が残る。

・昨年、今年と急激な人件費増に対し、診療報酬が追いついていないため、厳しい経営が続いている。
　人口規模の小さい当院においては一般会計からの繰出増額にも限度がある。持続可能な医療提供に懸念
がある。
・病院施設は建設後25年経過し、近年施設や設備関係の改修費用が莫大にかかっており、経営を圧迫し
ている。

【別紙様式】　今後に向けた対応方針 町立奥出雲病院

基
本
情
報

病床数

病床種別

病床機能別
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【病院名】

一般 療養 精神 結核 感染症 計

48 48

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

48 48

①理念、基本方針
等

②担う政策医療

①医療機能、病床
機能について

②在宅医療
について

③その他

①地域において担
う役割

②今後持つべき病
床機能

③在宅医療

④その他
（取り組んでいき
たいこと）

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

48 48

48 48

48 48

訪問診療件数 往診件数 受け持つ在宅
療養患者の数

夜間往診の可
否

18 1 18 可

20 2 20 △

今
後
の
方
針

（

5
～

1
0
年
後
を
見
据
え
て
）

・附属の診療所を含め、町内で医科系医療機関は、本町病院事業のみとなっている。
・かかりつけ医機能から救急、入院機能を維持するとともに、福祉施設嘱託医、学校医といった地域全
体の医療に関わり、それを維持する必要がある。

・現状を維持する。

・現状を維持する。

今
後
を
見
据
え
た
計
画

①4機能ごとの病
床の在り方

現在

将来
（２０２５年度）

将来
（２０２９年度）

具体的な方針（変更がある場合）
※期内での病床変更がある場合はその旨記載

②在宅医療の在り
方

１か月あたり

２０２３年度
（在宅医療供給量調査

より）
将来

（２０２９年度）

自
施
設
の
現
状

「いつまでも住み慣れたこの地域で生活してもらい、そのために必要な医療を持続的に提供する。」
・いつでも必要な医療を受けることができる医療機関であること。
・地域住民の健康維持し、質の高い生活を支える医療機関であること。

（5疾病・６事業、在宅医療に関する事柄等の中で自院の強み・特徴など）

・おおよそ半径30km圏内で唯一の救急、入院機能を持つ医療機関
・CT、内視鏡、超音波装置による診療、健診の実施
・総合診療医による対応力とプライマリーケアの実践、地域包括医療・ケアの実践

自
施
設
の
課
題

・一般病床及び地域包括ケア病床により急性期機能、回復期機能を担う。一病棟での運営のため部分的
な機能転換は難しい。
・人口減少などから、全体としては病床利用率の低下はあるが、患者が集中した際には満床に近い利用
もある。需要に応えるためには、病床数の削減は難しい。

・世帯の高齢化などによる在宅の介護力低下、介護職員不足などによる在宅系サービスの提供能力の低
下などがある。加えて、施設系サービスにおいても職員不足により入所制限等の課題もあり地域外への
流出が懸念される。

・医療従事者（医師・薬剤師・看護師・その他技師・看護助手等）の確保は、引き続き楽観できない状
況。

【別紙様式】　今後に向けた対応方針 飯南町立飯南病院

基
本
情
報

病床数

病床種別

病床機能別
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理念、基本方針
等

担う政策医療、
役割

〇自施設の課題

〇今後の方針（５～10年後を見据えて）
・地域の医療機関、介護施設、福祉施設団体等と連携し、精神疾患の早期発見や適切なケアを地域でスムー
ズに受けれるようにする。
・地域や学校、職場でのメンタルヘルス教育を強化し、精神的な問題の早期発見と対処法について知識を普
及させる。
・医療の専門職としての継続的な教育と研修の実施、最新の知識と技術を習得できる機会を職員に提供す
る。

奥出雲コスモ病院　調査票

〇自施設の現状
＜病院理念＞
・生命の尊重を基本とし、信頼され、必要とされる医療
・地域に開かれ、地域に密着した医療
＜基本方針＞
・治療環境の充実により、アメニティのある医療
・技術、人間性の向上のための自己啓発

・雲南圏域で唯一の入院施設の精神科病院として、広く地域精神科医療サービスを提供
・認知症疾患医療センター（連携型）として、地域保健医療介護機関等と連携を図りなが
ら、認知症に関する識別診断、周辺症状の治療、専門医療相談等を行う。

（人材不足、他機関、介護との連携など）
・看護師等職員不足
　業務量が増え、看護職員、パラメディカル職員に負荷がかかっている
　院外の研修等に参加しにくい状況
・関係機関、介護施設との連携強化
　スムーズな退院に向けての働きかけ
　施設の情報不足
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各関係機関の取り組み状況（病院以外）

機関
医療と介護の連携促進に向けた

主な取り組みや活動状況(令和６年度)
課　題 今後の方向性

雲南市

地域ケア会議
多職種連携意見交換会
多職種連携ネットワーク研修会（医科連携・歯科連携）
雲南市版エンディングノートを活用したACPの普及推進
特別養護老人ホームとの連絡会（雲南市立病院主催）

医療・介護の現場における人材不足
多職種連携を推進し課題の共有のみではなく、解決のための支援策の
検討
在宅や施設における歯科口腔衛生管理体制の充実を図るため、更なる
多職種の連携構築

医療・介護等の多職種連携の推進

奥出雲町

〇町立奥出雲病院在宅診療センターへ在宅医療介護連携推進事業の一部を委託し、連
携して事業実施
している。
事務局会の開催（月１回）　参加者：奥出雲病院在宅診療センター職員、健康福祉課
職員
地域ケア多職種連携会議の開催（年４回　平均３０名の町内医療機関・介護事業所職
員が参加）
「医療機関と介護支援専門員との連携一覧」の作成
「事業者情報提供表」の作成、町HP掲載
「医療と介護資源マップ」の作成・配布、町HP掲載
介護支援専門員と医療専門職とのカンファレンス（月１回）
ACPに関する啓発（エンディングノートの配布、町HP掲載、研修会の開催、町立病
院出前講座）
「雲南地域における入退院連携マニュアル」の活用による入退院・在宅療養支援の連
携推進

町外の医療機関との連携（退院前カンファレンスの招集にタイムリー
な対応が困難）
多職種連携地域ケア会議に医療機関職員の参加が増加したが、診療所
医師の参加は少ない
多職種連携地域ケア会議で出た課題の施策化を図る必要がある

町立病院と連携した事業展開の継続

飯南町

地域ケア会議の開催
多職種連携において各事業所へアンケートを実施し、病院とも共有の上で研修内容を
検討
健康づくりと介護予防の一体的実施
健康にい～にゃん相談会の開催
エンディングノートの周知と映画上映会(12月開催予定)

入退院時の在宅サービス調整（情報共有がうまくいかない）
エンディングノートが浸透しておらず、支援者があっても対応に困る
ことがある
介護力が乏しい世帯への支援

地域包括ケアシステムの再確認
人材育成を目的とした研修
介護保険サービスについて情報共有

雲南医師会

・雲南市在宅医療意見交換会を開催(5/30)
リハビリ専門職と在宅におけるリハビリテーションについて意見交換。
多職種連携推進のため、診療所医師も研修会等に参加
・雲南病診連携勉強会(雲南市立病院主催)の参加

診療所医師の高齢化、後継者不足により一次医療提供体制がいつまで
維持できるか危惧している。
診療所医師は普段の診療、自宅への訪問診療の他に、施設の嘱託医を
担っているが、診療、処方もあり責任も伴うため、負担が大きい。今
後、病院勤務医師がより施設での医療に参加し、開業医の担う役割を
保管する体制が必要ではないか。

医師と多職種との連携の促進
診療所医師の在宅医療を支えていたくための仕組みが必
要。

雲南歯科医師会

継続事業　島根県口腔保健センター運営事業
１）心身障がい（者）歯科診療事業
２）口腔疾患予防措置及び歯科健康相談事業（8020歯の健康相談）
３）歯科健康相談事業

歯科医学医術復興事業
歯科医師認知症対応力向上研修会
認知症疾患者のQOL維持向上推進研修会

島根県薬剤師会
雲南支部

飯南町の地域ケア個別会議、病例検討会に町内薬局の薬剤師が参加している
年度末に認知症に係る研修会をバーチャル体験と併せて開催予定

調剤報酬の引き下げの影響もあり、人材確保が難しい状況。
厚労省は在宅医療を増やそうとしてるが、その対応は非常に困難

各地域の状況に応じて、できるだけ連携していく

雲南広域連合

雲南地域第９期介護保険事業計画
第３章　計画の基本理念と基本目標
２基本目標および主な施策項目
基本目標１
≪安心して住み続けられる地域づくりの推進≫
しまね医療情報ネットワーク「まめネット」の活用
患者・利用者情報の共有や医療・介護サービスの向上、要介護認定の迅速化が図れる
ように「まめネット」の活用を推進

介護と医療双方のニーズを有する高齢者や社会的孤立をはじめとし
て、生きる上での困難・生きづらさはあり既存の制度の対象となりに
くいケースや、いわゆる「８０５０」やダブルケア、ヤングケアラー
など複数の生活上の課題を抱える個人・世帯が増加している。

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けられるよう、かかりつけ医機能との連携、多
職種間の相互理解、情報共有、入退院支援ルール等に関す
る理解を深め、病院と在宅との切れ目のない支援を行い、
在宅での医療・介護が必要な人が安心して在宅療養ができ
る環境整備を図る。
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各関係機関の取り組み状況（病院以外）

機関
医療と介護の連携促進に向けた

主な取り組みや活動状況(令和６年度)
課　題 今後の方向性

雲南地域介護
サービス事業者
団体連絡会

取り組む課題は市町ごとに違うことから、各構成団体単位で市町ごとに連携促進に向
けたとりくみを行っている。
雲南市…今年度４月から定期的に関係機関（特養部会各施設長と雲南市立病院、雲南
広域連合、雲南市等）で連携促進に向けた課題の共有、解決方法等について検討会を
開催している。
奥出雲町…これまでの嘱託医・入院対応のできる医療機関との連携は良好であり、改
めて構築する必要は感じていない。
飯南町…従来より連携をとっており、改定前と特に変わりなし。協力医療機関や町内
各施設等と再確認を行った。

すべての事業所において、職員（介護福祉士、看護師、管理栄養士
他）の確保に苦慮しており、雲南圏域全体で検討し、共有を図り踏み
込んだ対策を講じていく必要がある。
介護ロボットの導入、業務継続計画に記載した災害に備えた設備整備
が必要であるが、現状の経営状況では投資できる財源の確保が困難で
あるため実施を見合わせている状況である。今後、適正な介護報酬の
改定を要望し改善に取り組む必要がある。
ほとんどの施設が建替を迎える時期であるが、現在の経営状況では建
替を行ってまで継続して事業を実施できる法人であるか、検討がつか
ないが今後の包括ケアシステムの推進に支障がないか意向調査が必要
である。

圏域の住民が安心して利用できる介護サービスの提供がで
きるよう、課題に対し１つ１つ確実に解決していけるよう
各法人が課題を共有し、解決手段を検討し、法人間の連携
をさらに強化していくことが必要だと考える。
また、生産性向上対策や職員の処遇改善にも積極的に取り
組む必要があり、関係機関にも積極的に参画いただき実現
に向けた取り組みをより一層展開していく必要がある。

島根県老人保健
施設協会

なし なし なし

雲南地域介護支
援専門員協会

職域を超えた連絡会（まある会）を毎月開催し、顔の見える関係づくりの機会を設け
ている。
また、SNS(オープンチャット)を活用して研修情報の共有等も行っている。

島根県訪問看護
ステーション協
会雲南支部

２か月に１回、管理者が集まり、各ステーションの現状や困りごとを共有している。
「高齢者虐待」と「雲南市における高齢者虐待の状況」についての研修会を開催（６
月）
年に２回の研修会では他のスタッフも集まるため、管理者だけでなく、他のスタッフ
同士のつながりの場を設けることで、各ステーション誰もが連携しやすいような体制
づくりができたらよいと思っている。

人材不足
どこのステーションも人員不足で今回診療報酬改定に伴い、24時間対
応体制加算の見直しがあり、看護業務の負担軽減の取り組みを行った
場合に高い方の加算が取れることになったが、人員不足で高い方の加
算が取れない。取れているステーションもギリギリなんとか体制を取
れている様子。取れないところは休みや早く帰ることもできない状
態。土日の待機も呼び出しがあり、連続勤務になる状況。待機をする
スタッフも限られており、少ない人数で待機を回そうと思うと負担が
大きい。待機をすることでいつ呼び出されるかとゆっくり休息をとる
こともできない。
他の圏域では、24時間体制を確保できなくなり、取り下げるステー
ションもある。

人員不足ということから、ハードな勤務状況の中で、ス
タッフの体の健康も大切だが、メンタルヘルスも大切にし
ていきたい。

島根県看護協会
雲南支部

・地域包括ケアを支える看護提供体制の構築へ向け、島根県看護協会の事業へ参加
・雲南支部研修会で「ＡＣＰ」をテーマとした研修を開催し、多くの参加者の理解を
深めた
・島根県看護協会・ナースセンターと連携し、人材確保事業への協力・参加
圏域内のイベントに「まちの保健室」事業を通じて参加し、地域の方へ健康の維持・
増進に向けた情報提供を行った。その際、リソースナース会と連携し、専門的な情報
を発信することができた。

・雲南支部研修会開催時、より多くの職種の方にも参加いただけるよ
う情報提供が必要
・リソースナース会とさらに連携し、より多くの分野で専門的な情報
提供ができるようにしていく

・引き続き各事業への参加を継続していく
・その他に関しては検討中

公立学校共済組
合島根県支部

なし なし なし
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令和６年度
医療連携推進コーディネーター

の取り組みについて

医療連携推進コーディネーター

（雲南医師会 所属：雲南市立病院）

江角 小百合
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病床の機能分化に向けた医療連携推進コーディネーター配置事業

地域医療の病床機能分化の促進及び質の高い在宅医療提供体制の確保を図る。

雲南医師会と雲南市立病院が協定を交わし、雲南市立病院に配置

①管轄保健所との定期的な
意見交換（月１回程度）
地域の課題解決に向け、最新の情報
を管轄保健所等からの情報提供によ
り把握しておく必要があることのほ
かに、取り組みの方向性について共
通認識を図る。

②医師との対話を通じた課題把握
在宅医療に取り組む医師と対話し、日々の業務
の現状・課題・疑問・思い等を把握し、医師会
理事会等に出席し、把握した課題の共有・意見
交換を行い、取り組みの方向性について共通認
識を図る。

③圏域又は市町村単位での医
療介護連携に向けた会議への
参画等
保健所・市町村主催の地域の医療提供
体制を検討する場（医療介護連携部会
等）へ出席し、役割や取り組みの報告
を行い、関係者に理解・協力を仰ぐ。

④地域の医療介護資源の把
握と分析
関係機関の機能や課題を把握し、関
係者へ共有する。

⑤医師の在宅医療への取組促進に向
けた環境づくり
医師間連携に資する取り組みの実施を通じて、
在宅医療に取り組む医師の負担軽減や在宅医療
についての相互理解を図る。

⑥医師と他職種との連携強化
医師とその他職種との職場・職種の垣
根を超えた連携体制の構築に資する取
り組みを実施する。

⑦地域住民
への普及啓
発
在宅医療や介護
サービスに関す
る講演会開催、
パンフレットの
作成・配布等に
より、地域住民
の在宅医療・介
護連携の理解を
促進する。

【取り組み内容】

※①～③は必ず取り組む

【配置内容】

【目 的】

『在宅医療の供給についての検討や病院・行政等との各種調整を行う』
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令和５年度の活動

〇 病院・診療所・その他医療介護関係機関へのヒアリング
・雲南圏域内 ５病院
・在宅医療を実施しておられる診療所 21診療所
・介護支援専門員、訪問看護ステーションなど

〇 ヒアリングでいただいた意見のまとめ
・各市町の担当者と意見をまとめ共有

【課題】
＊診療所医師の高齢化、後継者不足
＊医療介護職員の人材不足
＊ケアマネは多忙な医師へ相談しにくい
＊医師が地域の資源等を把握していない
＊他圏域はルールが異なるため連携しづらいなど

令和６年度以降、課題解決のための具体的な取り組みを進めていく
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令和６年度の動き

〇市町担当者と意見交換
・昨年度整理した課題について、課題解決に向けた対応策、役割分担を協議

「できること」を明確化し、今年
度以降の取り組みに反映

【奥出雲町】
・医師の高齢化で夜間休日の往診対応が困難…奥出雲病院を中心に医師と多職種との関係性はでき
ている
・エンディングノートが活用できていない…ACPの普及（研修会の開催）

【雲南市】
・診療所医師の高齢化や夜間対応の困難…診療所医師のバックアップ（仕組みづくり）
・医療介護連携不足…顔の見える関係づくり（意見交換会、地域ケア会議、多職種研修会の開催）
・他圏域との連携が困難…顔の見える関係づくり（他圏域との交流の場を構築）

【飯南町】
・退院が滞る（在院日数が伸びる）…退院支援について再度考える（病院と在宅のお互いを理解で
きる研修会の開催）
・介護保険制度を理解できていない…介護保険を理解する（確認や共有の機会を設ける）

市町、保健所、その他関係機関が実施している取り組みを協働して行う
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令和６年度の動き

診療所医師の高齢化・後継者不足

☆ グループ診療の仕組みづくり
・雲南市内の開業医が行っておられる在宅医療を
病院が助ける仕組みづくりを検討
→現在、ワーキンググループを結成し、協議中

課題
解決に向け
た取り組み

ケアマネは多忙な医師へ相談しにくい

☆ 医師と多職種の交流の場を創出
・雲南在宅医療意見交換会(5/30)
→リハビリテーション職との意見交換会
・雲南地域多職種連携研修会(11/16)
→圏域全体の顔の見える関係づくりの場を創出

他圏域はルールが異なるため連携しづらい

☆ 他圏域との連携促進に向けた場づくり
・雲南地域医療介護連携調整検討委員会(7/2)
→松江圏域の医療機関をお呼びし、入退院連携に
向けた課題や取り組みを意見交換

医師が地域資源等を把握しておられない
☆ 会議等の場で情報共有
・地域資源MAPやパンフレットなどで共有
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まとめと今後

•雲南市は、開業医の高齢化や医師不在時の、夜間の往診対応
（看取りも含む）が困難という課題に対して、診療所医師の
バックアップ体制の構築を重点的に取り組む。

•奥出雲町は、奥出雲病院を中心に病診連携も図れている。
•飯南町は、医療機関が飯南病院のみで医療介護連携も上手くで
きている。

•引き続き市町や保健所、関係機関と連携して課題解決に向けた
取り組みを考え、実践していく。

•コーディネーターが中心となり、医療介護関係者が助け合える
ような仕組みづくりを行う。
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今年度の取り組み状況
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

①管轄保健所との意見交換

③圏域又は市町村単位での医療介護連携に
向けた会議への参画等

②医師との対話を通じた課題把握

④地域の医療介護資源の把握と分析

⑤医師の在宅医療への取組促進に向けた環
境づくり

⑥医師と他職種との連携強化

⑦地域住民への普及啓発

保健所との意見交換（月1回）

※主な取組のみ記載

雲南医師会役員会や総会等でコーディネーターの活動について報告
雲南市在宅医療意見交換会への参加し課題の把握

雲南市、奥出雲町、
飯南町の担当者と課
題の整理と役割分担
の協議

雲南圏域多職種連携研修会
プロジェクトチーム会

雲南地域医
療介護連携
調整検討委
員会

各市町開催の地域ケア会議、研修会への参加

雲南市在
宅医療意
見交換会

11/16
雲南地域多
職種連携研
修会

雲南市グループ診療化に向けたワーキング

雲南市エ
ンディン
グノート
作成教室

取
り
組
み
の
継
続
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